
被保険者等

医療機関等

保険者

③受取代理申請受
付通知書を送付

出産育児一時金等の受取代理制度について

⑥支払

※対象者：被保険者等又はその被扶養者等が出産予定日まで２か月以内の方です。

※対象医療機関等：年間分娩件数１００件以下の診療所、助産所や正常分娩に係る収入の割合が５０％以上の診療所、助産所
を目安として、受取代理制度を導入する医療機関等は、厚生労働省に届出を行う必要があります。

※「４２万円」とあるのは、妊娠22週未満での出産や、産科医療補償制度に未加入の医療機関等における出産の場合は、「３９万
円」となります。

・４２万円（付加給付がある場合は
付加給付を含む支給額）を上限。

⑥’支払（出産費用が４２万円
未満の場合、その差額）

⑤出産費用請求報告書、出
産費用請求書の写し、出産
事実証明書類の写しを送付

②受取代理申請書を提出

④出産

⑤’支払（出産費

用が４２万円
を超える場合、
その差額）

①受取代
理申請書
を作成

○ 平成２３年４月以降の出産について、制度を利用できます。
○ ただし、申請等の手続きは、平成２３年３月から可能です。



被保険者等

変更後の医療機関等

保険者

③受取代理申請受
付通知書を送付

⑧支払

・４２万円（付加給付がある場合は
付加給付を含む支給額）を上限。

⑧’支払（出産費用が４２万円
未満の場合、その差額）

②受取代理申請書を提出

④出産

⑦’支払（出産

費用が４２万
円を超える場
合、その差
額）

①受取代
理申請書
を作成

（救急搬送などにより、急遽、医療機関等を変更した場合）

変更前の医療機関等

⑤受取代
理人変更
届を作成

⑤受取代
理人変更
届を作成

⑦出産費用請求報告書、出
産費用請求書の写し、出産
事実証明書類の写し、受取
代理人変更届を送付

⑥受取代
理申請受
付通知書
の送付

※「４２万円」とあるのは、妊娠22週未満での出産や、産科医療補償制度に未
加入の医療機関等における出産の場合は、「３９万円」となります。
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